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衆
議
院
議
員
山
井
和
則
君
提
出
歯
科
医
療
機
関
へ
の
物
価
高
騰
や
デ
ジ
タ
ル
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
対
応
支
援
等
に

関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

 
 



 

１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
山
井
和
則
君
提
出
歯
科
医
療
機
関
へ
の
物
価
高
騰
や
デ
ジ
タ
ル
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
対
応
支
援

等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
パ
ラ
ジ
ウ
ム
合
金
」
を
含
む
歯
科
用
貴
金
属
の
素
材
（
以
下
「
素
材
」
と
い
う
。
）
に
含
ま
れ
る
金
等
の
価

格
は
変
動
し
や
す
い
こ
と
か
ら
、
素
材
に
係
る
特
定
保
険
医
療
材
料
及
び
そ
の
材
料
価
格
（
材
料
価
格
基
準
）
（
平
成
二
十

年
厚
生
労
働
省
告
示
第
六
十
一
号
）
に
定
め
る
価
格
（
以
下
「
告
示
価
格
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
「
特
定
保
険
医
療

材
料
の
保
険
償
還
価
格
算
定
の
基
準
に
つ
い
て
」
（
令
和
六
年
二
月
十
四
日
付
け
保
発
〇
二
一
四
第
三
号
厚
生
労
働
省
保
険

局
長
通
知
）
に
基
づ
き
、
慣
例
的
に
お
お
む
ね
二
年
に
一
度
実
施
し
て
い
る
診
療
報
酬
改
定
に
加
え
て
、
三
箇
月
ご
と
に
、

市
場
価
格
を
踏
ま
え
た
改
定
を
行
う
こ
と
と
し
て
お
り
、
具
体
的
に
は
、
中
央
社
会
保
険
医
療
協
議
会
に
お
い
て
、
御
指
摘

の
「
価
格
高
騰
」
も
反
映
さ
れ
た
そ
の
時
点
の
市
場
価
格
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
告
示
価
格
の
評
価
を
行
い
、
そ
の
上
で
改
定

を
行
っ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
引
き
続
き
、
適
正
な
評
価
及
び
改
定
を
行
っ
て
ま
い
り
た
い
。 

二
の
前
段
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
御
指
摘
の
「
小
規
模
な
開
業
医
」
が
経
営
す
る
診
療
所
を
は
じ
め
と
し
た
医
療
機
関
の
経
営
状
況



 

２ 

 

は
様
々
で
あ
り
、
ま
た
、
雇
用
さ
れ
る
労
働
者
の
賃
金
の
状
況
も
医
療
機
関
に
よ
っ
て
様
々
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
一
概
に
お

答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
引
き
続
き
、
医
療
機
関
の
経
営
状
況
に
つ
い
て
は
、
適
切
に
把
握
し
て
ま
い
り
た
い
。 

二
の
後
段
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
「
経
済
財
政
運
営
と
改
革
の
基
本
方
針
二
〇
二
五
」
（
令
和
七
年
六
月
十
三
日
閣
議
決
定
）
に
お

い
て
、
「
社
会
保
障
関
係
費
に
つ
い
て
は
、
医
療
・
・
・
の
現
場
の
厳
し
い
現
状
・
・
・
を
踏
ま
え
、
・
・
・
二
千
二
十
五

年
春
季
労
使
交
渉
に
お
け
る
力
強
い
賃
上
げ
の
実
現
や
昨
今
の
物
価
上
昇
に
よ
る
影
響
等
に
つ
い
て
、
経
営
の
安
定
や
現
場

で
働
く
幅
広
い
職
種
の
方
々
の
賃
上
げ
に
確
実
に
つ
な
が
る
よ
う
、
的
確
な
対
応
を
行
う
。
具
体
的
に
は
、
高
齢
化
に
よ
る

増
加
分
に
相
当
す
る
伸
び
に
こ
う
し
た
経
済
・
物
価
動
向
等
を
踏
ま
え
た
対
応
に
相
当
す
る
増
加
分
を
加
算
す
る
」
及
び

「
医
療
・
・
・
等
の
公
定
価
格
の
分
野
の
賃
上
げ
、
経
営
の
安
定
、
離
職
防
止
、
人
材
確
保
が
し
っ
か
り
図
ら
れ
る
よ
う
、

コ
ス
ト
カ
ッ
ト
型
か
ら
の
転
換
を
明
確
に
図
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
た
め
・
・
・
次
期
報
酬
改
定
を
始
め
と
し
た
必
要
な
対

応
策
に
お
い
て
、
・
・
・
的
確
な
対
応
を
行
う
。
こ
の
た
め
、
二
千
二
十
四
年
度
診
療
報
酬
改
定
に
よ
る
処
遇
改
善
・
経
営

状
況
等
の
実
態
を
把
握
・
検
証
し
、
二
千
二
十
五
年
末
ま
で
に
結
論
が
得
ら
れ
る
よ
う
検
討
す
る
」
と
し
て
お
り
、
こ
れ
に

基
づ
き
、
適
切
に
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。 



 

３ 

 

三
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
オ
ン
ラ
イ
ン
確
認
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
御
指
摘
の
「
地
方
厚

生
局
へ
の
各
種
届
出
」
に
つ
い
て
は
、
「
「
保
険
医
療
機
関
等
電
子
申
請
・
届
出
等
シ
ス
テ
ム
」
の
運
用
に
つ
い
て
」
（
令

和
四
年
三
月
三
十
一
日
付
け
厚
生
労
働
省
保
険
局
医
療
課
事
務
連
絡
）
に
お
い
て
、
「
保
険
医
療
機
関
等
か
ら
地
方
厚
生

（
支
）
局
へ
の
・
・
・
電
子
申
請
を
行
う
こ
と
が
可
能
と
な
り
ま
す
」
等
と
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
御
指
摘
の
「
オ
ン
ラ
イ

ン
」
で
の
届
出
を
「
義
務
化
」
し
て
い
な
い
た
め
、
こ
れ
を
前
提
と
し
た
お
尋
ね
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
な

お
、
診
療
報
酬
請
求
書
の
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
に
関
し
て
は
、
「
療
養
の
給
付
及
び
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
費
用
の
請
求
に

関
す
る
命
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
実
施
上
の
留
意
事
項
に
つ
い
て
」
（
令
和
五
年
十
二
月
二
十
六
日
付
け
保
発
一
二
二
六
第

四
号
厚
生
労
働
省
保
険
局
長
通
知
）
に
お
い
て
、
「
レ
セ
プ
ト
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
使
用
し
て
い
な
い
保
険
医
療
機
関
・
薬
局

及
び
保
険
医
療
機
関
で
あ
る
診
療
所
・
保
険
薬
局
の
う
ち
電
子
請
求
の
義
務
化
時
点
に
お
い
て
常
勤
の
保
険
医
・
保
険
薬
剤

師
の
年
齢
が
六
十
五
歳
以
上
で
あ
る
も
の
で
あ
っ
て
そ
の
旨
を
期
日
ま
で
に
届
け
出
た
も
の
は
、
書
面
に
よ
る
請
求
を
行
う

こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
」
、
「
令
和
六
年
三
月
ま
で
書
面
に
よ
る
請
求
を
行
っ
て
き
た
保
険
医
療
機
関
・
薬
局
に
つ

い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
審
査
支
払
機
関
に
対
し
て
、
書
面
に
よ
る
請
求
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
当
初
の
要
件
に
合



 

４ 

 

致
し
て
い
る
旨
の
届
出
を
行
っ
た
場
合
に
、
引
き
続
き
、
書
面
に
よ
る
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
」
等
と
示
し
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。 

四
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
資
格
確
認
書
の
交
付
」
の
仕
組
み
に
つ
い
て
は
、
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
五
十
一

条
の
三
等
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
当
該
仕
組
み
の
期
限
は
定
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
「
令
和
八
年
八
月
以
降

も
、
資
格
確
認
書
に
よ
る
受
診
」
が
で
き
な
く
な
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
御
指
摘
の
「
令
和
八
年
七
月
ま
で
の
暫
定

的
な
運
用
と
さ
れ
て
い
ま
す
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
は
な
く
、
「
令
和
八
年
八
月
以
降
も
、
資
格
確
認
書
に
よ

る
受
診
を
で
き
る
よ
う
に
す
べ
き
」
と
の
お
尋
ね
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
な
お
、
御
指
摘
の
「
停
電

や
マ
イ
ナ
保
険
証
の
認
証
機
器
の
不
具
合
」
等
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
健
康
保
険
法
施
行
規
則
（
大
正
十
五
年
内
務
省
令
第

三
十
六
号
）
第
五
十
三
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
資
格
確
認
書
を
提
示
す
る
方
法
に
よ
る
受
診
が
で
き
る
こ
と
は
も

と
よ
り
、
健
康
保
険
法
施
行
規
則
第
五
十
三
条
第
一
項
第
五
号
等
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
方
法
（
令
和
六
年

厚
生
労
働
省
告
示
第
三
百
四
十
九
号
）
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
「
個
人
番
号
カ
ー
ド
」
と
と
も
に
「
資
格
情
報

通
知
書
」
を
提
示
す
る
方
法
や
、
同
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
「
個
人
番
号
カ
ー
ド
」
と
と
も
に
「
情
報
提
供
等
記
録



 

５ 

 

開
示
シ
ス
テ
ム
を
通
じ
て
取
得
し
た
当
該
被
保
険
者
又
は
被
扶
養
者
の
資
格
に
係
る
情
報
が
記
録
さ
れ
た
も
の
」
を
提
示
す

る
方
法
等
に
よ
る
受
診
が
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、
御
指
摘
の
「
令
和
八
年
七
月
ま
で
の
暫
定
的
な
運
用
」
に
関
し
て
は
、
後

期
高
齢
者
に
つ
い
て
は
、
「
後
期
高
齢
者
に
係
る
資
格
確
認
書
の
暫
定
運
用
の
継
続
に
つ
い
て
」
（
令
和
七
年
四
月
三
日
付

け
厚
生
労
働
省
保
険
局
高
齢
者
医
療
課
事
務
連
絡
）
に
お
い
て
、
「
令
和
八
年
八
月
の
年
次
更
新
ま
で
の
間
の
暫
定
的
な
運

用
と
し
て
、
・
・
・
マ
イ
ナ
保
険
証
の
保
有
状
況
に
か
か
わ
ら
ず
、
資
格
確
認
書
の
職
権
交
付
の
対
象
と
す
る
」
と
し
て
い

る
と
こ
ろ
、
そ
の
趣
旨
等
は
、
令
和
七
年
六
月
十
八
日
の
衆
議
院
厚
生
労
働
委
員
会
に
お
い
て
、
福
岡
厚
生
労
働
大
臣
が

「
後
期
高
齢
者
の
方
に
つ
き
ま
し
て
は
、
新
た
な
機
器
の
取
扱
い
に
不
慣
れ
で
あ
る
な
ど
の
理
由
で
、
マ
イ
ナ
保
険
証
へ
の

移
行
に
一
定
の
期
間
を
要
す
る
蓋
然
性
が
一
般
的
に
高
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
こ
と
な
ど
を
踏
ま
え
ま
し
て
、
来
年
七
月
末
ま

で
は
、
マ
イ
ナ
保
険
証
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
申
請
な
し
で
資
格
確
認
書
を
交
付
す
る
こ
と
と
い
た
し
ま
し
た
。
そ
の
上

で
、
来
年
夏
に
お
け
ま
す
後
期
高
齢
者
の
方
々
へ
の
資
格
確
認
書
の
職
権
交
付
に
つ
い
て
は
、
・
・
・
今
後
、
後
期
高
齢
者

に
お
け
ま
す
マ
イ
ナ
保
険
証
の
利
用
の
状
況
で
あ
っ
た
り
、
ま
た
、
今
年
の
夏
に
保
険
証
の
有
効
期
限
を
迎
え
ま
す
多
く
の

国
民
健
康
保
険
に
お
け
る
マ
イ
ナ
保
険
証
へ
の
移
行
状
況
・
・
・
な
ど
を
踏
ま
え
な
が
ら
検
討
を
進
め
て
ま
い
り
た
い
と
考

え
て
お
り
ま
す
」
と
答
弁
し
た
と
お
り
で
あ
る
。 


